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1 受変電設備改修工事

事務部 総務課

東京都渋谷区
広尾4-1-23

令和7年7月8日

東京都港区芝浦３－１－21
msb Tamachi田町ステーションタ
ワーＳ 23階
ＴＭＥＳ株式会社

4,510,000円

契約事業者は当該施設の建物管理業者
であり当該施設（設備）について熟知して
いるため施設内電力の調整を行い作業
ができることから、契約の性質又は目的
が競争を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

2
中央監視装置用UPS
交換工事

事務部 総務課

東京都渋谷区
広尾4-1-23

令和7年7月28日

東京都港区芝浦３－１－21
msb Tamachi田町ステーションタ
ワーＳ 23階
ＴＭＥＳ株式会社

1,386,000円

契約事業者は当該施設の建物管理業者
であり当該施設（設備）について熟知して
いること、また当施設の停電に伴う電気
設備点検時に作業ができることから、契
約の性質又は目的が競争を許さない場
合に該当するため。（日本赤十字社会計
規則第36条第４項）


